
山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、親しみのある「食」と「農」の関係づくりの実現を目指し実施する山口市

食と農のネットワーク推進事業(別表に掲げる事業。以下「事業」という。)の円滑な推進を

図るため、当該事業に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。 

(補助の対象等) 

第2条 市長は、毎年度予算の範囲内において、農地所有者等(以下「事業実施主体」という。)

が行う事業に要する経費について補助金を交付するものとする。 

2 前項の規定による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業種目、補助対象経費及

びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。 

(補助金の交付の申請) 

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、山口市食と農のネットワーク推進事業

費補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長が定める期日までに申請し

なければならない。 

(補助金の交付の決定等) 

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付するこ

とが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、その旨を事業実施主体に通知す

る。 

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めると

きは、条件を付することができる。 

(申請の取下げ) 

第5条 前条第1項の規定による通知を受けた事業実施主体(以下「交付対象者」という。)は、

当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当

該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。 

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなか

ったものとみなす。 

(変更の承認申請等) 

第6条 交付対象者は、事業の内容について変更を加えようとするときは、あらかじめ、山口市

食と農のネットワーク推進事業費補助金変更承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 



2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容について適正であると認めるときは、

その旨を交付対象者に通知するものとする。 

(事業の中止又は廃止) 

第7条 交付対象者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及

び事業の遂行状況を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。 

(実績報告) 

第8条 交付対象者は、事業を完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過した日

又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに山口市食と農の

ネットワーク推進事業費補助金実績報告書(別記第3号様式。以下「実績報告書」という。)

を市長に提出しなければならない。 

(補助金の額の確定等) 

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当で

あると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付対象者に通知する。 

(補助金の交付) 

第10条 前条の規定により通知を受けた交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなけ

ればならない。 

2 市長は、必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による通知に係る金額の範

囲内で概算払又は前金払により補助金を交付することができる。 

3 交付対象者は、概算払又は前金払により補助金の交付を受けようとするときは、山口

市食と農のネットワーク推進事業費補助金概算払(前金払)請求書(別記第 5 号様式)により、

市長に請求しなければならない。 

(他の用途への使用の禁止) 

第11条 補助金の交付を受けた交付対象者は、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。 

(報告及び検査等) 

第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業

の遂行について必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他関係書類等を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。 

(決定の取消等) 

第13条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 



(1) この要綱又は別表に定める事業に係る要綱、要領等に違反したとき。 

(2) 補助金の交付について付した条件に違反したとき。 

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。 

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに

係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限

を定めてその返還を命ずるものとする。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の山口市みのりとこころのネットワーク推進

事業費補助金交付要綱(平成16年山口市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、

この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



別表 

事業種目 補助対象経費 補 助 率 

山口市市民農園開設促進

事業 

 

市民農園開設促進事業実施計画に基

づく市民農園の開設に要する経費 

定額 ５０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第1号様式（第3条関係） 

 

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金交付申請書 

 

 

年   月   日 

 

 

 山口市長 様 

 

 

住所 

氏名               

（電話番号            ） 

 

 

     年度において下記のとおり事業を実施したいので、山口市食と農のネッ

トワーク推進事業費補助金交付要綱第3条の規定に基づき、補助金   円の交付を

申請します。 

 

記 

 

 

1 事業種目 

2 事業の目的 

3 事業の内容 

4 経費の配分 

5 事業完了予定年月日 

6 収支予算 

7 その他 

 

 

 

 

 

 



1 事業種目： 

2 事業の目的 

 

 

 

 

3 事業の内容 

  事業実施計画のとおり 

 

4 経費の配分 

事業種目 補助対象に要する経費 
負担区分 

備考 

市補助金 その他 

 円 円 円  

 

5 事業完了予定年月日       年  月  日 

 

6 収支予算 

 (1) 収入の部 

区  分 本年度予算額 備考 

１ 市補助金 

２ その他 

円 

 
 

３ 合計（１＋２）   

 (2) 支出の部 

事業種目 本年度予算額 備考 

 円  

合 計   

 

7 その他 

 



別記第2号様式（第6条関係） 

 

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金変更承認申請書 

 

 

年   月   日 

 

 

 山口市長 様 

 

 

住所 

氏名              

（電話番号           ） 

 

 

     年  月  日付け   第   号により交付決定通知のあった山口

市食と農のネットワーク推進事業の実施については、下記のとおり変更したいので、

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金交付要綱第6条第1項の規定に基づき、

関係書類を添えて申請します。 

  

記 

 

1 事業種目： 

2 変更の理由 

 

 

 

3 変更計画の内容 

  事業実施計画のとおり 

 

 

 

（注）以下別記第1号様式の記に準じて作成することとし、上段に（  ）書きで変更前、下段に変

更後を記載すること。 

 



別記第3号様式（第8条関係） 

 

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金実績報告書 

 

 

年   月   日 

 

 

 山口市長 様 

 

 

住所 

氏名              

（電話番号           ） 

 

 

     年  月  日付け指令  第  号をもって補助金交付決定通知のあ

ったこの事業について、下記のとおり事業を実施したので、山口市食と農のネット

ワーク推進事業費補助金交付要綱第8条の規定により、その実績を報告します。 

 

記 

 

 

1 事業種目： 

2 事業の目的 

3 事業の内容 

4 経費の配分 

5 事業完了年月日 

6 収支精算 

7 その他 

 

 

 

 

 

 



1 事業種目： 

2 事業の目的 

 

 

 

 

3 事業の内容 

  実績報告書のとおり 

 

4 経費の配分 

事業種目 補助対象に要した経費 
負担区分 

備考 

市補助金 その他 

 円 円 円  

 

5 事業完了年月日       年  月  日 

 

6 収支精算 

 (1) 収入の部 

区  分 本年度精算額  本年度予算額 
比較増減 

備考 

増 減 

１ 市補助金 

２ その他 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

３ 合計(１＋２）      

 (2) 支出の部 

事業種目 本年度精算額  本年度予算額 
比較増減 

備考 

増 減 

 
円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

合 計      

 

7 その他 

 



別記第4号様式（第10条関係） 

 

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金請求書 

 

 

年   月   日 

 

 

 山口市長 様 

 

 

住所  

氏名             

電話番号            

 担当者名 

 

 

     年   月   日付け指令  第    号で確定通知のあった山口市食と

農のネットワーク推進事業費補助金について、補助金            円を交付される

よう、山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規

定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

事業種目 事業費 市補助金 既受領額 今回請求額 

 

円 円 0円 円 

 

金融機関 銀行・金庫・農協       支店・支所 

預金種別 普・当・（  ） 口座番号        

（フリガナ） 

名 義 人 

 

 



別記第5号様式（第10条関係） 

 

山口市食と農のネットワーク推進事業費補助金 

概算払（前金払）請求書 

 

 

年   月   日 

 

 

 山口市長 様 

 

 

住所 

氏名              

電話番号            

 担当者名 

 

 

     年  月  日付け指令  第   号で交付決定通知のあった山口市

食と農のネットワーク推進事業費補助金について、事業遂行上必要があるので補助

金      円を概算払（前金払）により交付されるよう、山口市食と農のネッ

トワーク推進事業費補助金交付要綱第10条第3項の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

記 

事業種目 事業費 市補助金 既受領額 今回請求額 残額 

 円 円 円 円 円 

 

金融機関 銀行・金庫・農協       支店・支所 

預金種別 普・当・（  ） 口座番号        

（フリガナ） 

名 義 人 

 

 



 


